
　　　　　　　　　

摂津市議会

議会運営委員会記録

平成２４年３月２９日

摂 津 市 議 会



議 会 運 営 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２４年３月２９日（木）午前　９時３０分　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１１時１９分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員

委 員 長 三宅秀明  副委員長 南野直司  委　　員 大澤千恵子

委　　員 上村高義  委　　員 弘　　豊  委　　員 森西　　正

委　　員 原田　平 

議　　長 嶋野浩一朗 副 議 長 村上英明  議　　員 野 原 　 修

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

なし　　　

１．出席した議会事務局職員

事務局長　寺本敏彦　　同局局次長　藤井智哉　　同局総括参与　野杁雄三

同局総括主査　湯原正治　　同局書記　田村信也

１．案件

・議案第３８号に関わる議事日程、扱いについて

・次期定例会日程の仮決定について
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（午前９時３０分　開会）

○三宅秀明委員長　議会運営委員会を開

会いたします。

　本日は、自民党から野原修議員が出席

されています。

　本日の委員会記録署名委員は南野委員

を指名いたします。

　議案第３８号、摂津市水道事業の給水

等に関する条例の一部を改正する条例制

定の件につきまして、昨日、建設常任委

員会が開催され、委員会の中で、閉会中

の継続審査とすることに決定されました。

その結果を受けまして、３月２７日の本

委員会でご協議いただきました本日の議

事日程及び議案第３８号の扱いについて

協議を行います。

　事務局から説明をお願いします。湯原

総括主査。

○湯原事務局総括主査　それでは、議案

第３８号にかかわりまして、３月２７日

の本委員会でご協議いただきました議事

日程、扱いが変更となりますので、ご説

明申し上げます。

　日程１につきましては、議案第１号な

ど３５件の付託案件に関する委員長報告、

採決となっておりましたが、議案第３８

号につきましては、閉会中の継続審査と

したいとの所管の委員長からの申し出に

より、議案第３８号を除く、３４件の付

託案件に関する委員長報告、採決となり

ます。

　次に日程２が、議案第３８号で、閉会

中の継続審査の手続きを簡易採決で行う

ことになります。

　日程３が、議会議案第１号など２件で、

一括上程の上、即決となります。

　日程４が、常任委員会の所管事項に関

する事務調査の件で、簡易採決となりま

す。

○三宅秀明委員長　ただいまの事務局の

説明のとおり決定することに異議ありま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○三宅秀明委員長　異議ないようですの

で、そのように決定します。

　暫時休憩します。

（午前　９時３４分　休憩）

（午前１１時１７分　再開）

○三宅秀明委員長　再開します。

　それでは、次期定例会の招集日並びに

審議日程について、事務局から説明をお

願いします。

　湯原総括主査。

○湯原事務局総括主査　平成２４年第２

回定例会の審議日程等についてご説明申

し上げます。

　平成２４年第２回定例会の招集日につ

いて、市長部局と調整した結果、６月１

２日が招集日と内定されましたので、そ

れに基づき審議日程案を作成いたしてお

ります。

　それでは、お手元に配付しております

資料にもとづき、日程案を説明申し上げ

ます。

　まず、会期は６月１２日から６月２６

日までの１５日間となります。

　本会議初日が６月１２日で、提案理由

の説明、委員会付託、即決議案の審議と

なります。また、議会議案の提出締切で

ございます。

　１３日が建設常任委員会と民生常任委

員会、１４日が総務常任委員会と文教常

任委員会で、この日が一般質問の届出締

切でございます。

　２１日が議会運営委員会、２５日が本

会議で一般質問、そして２６日が本会議

最終日で、一般質問の後、付託議案の委

員長報告、採決でございます。

　また、２６日の本会議終了後は、次の

定例会の日程を仮決定いただく議会運営
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委員会でございます。

　以上、平成２４年第２回定例会の審議

日程案の説明といたします。

○三宅秀明委員長　ただ今、事務局から

説明があったとおり仮決定することに異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○三宅秀明委員長　異議ないようですの

で、そのように仮決定します。

　以上で本委員会を閉会いたします。　

（午前１１時１９分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　議会運営委員長　　三 宅 秀 明

　

　議会運営委員　　南 野 直 司
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